
 

東日本大震災に関する要望書 

 

全国市議会議長会は、東日本大震災に関する要望を別記の

とおり議決いたしましたので、政府並びに国会におかれま

しては、特段のご配慮を賜りますよう強く要望いたします。 
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全  国  市  議  会  議  長  会 

会  長 岡 下 勝 彦 

(高松市議会議長) 

 

全国市議会議長会産業経済委員会 

委 員 長 塩 尻 伸 司 

(旭川市議会議長) 
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東日本大震災からの復旧・復興に関する決議 

 

東日本大震災の発生から５年８か月が経過した。被災自治体にお

いては、迅速な復旧・復興に向けて懸命の努力が行われているもの

の、被災者の生活再建、地域産業の再生や公共施設の復旧等に加え、

東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する放射性物質による汚

染問題への対応など、解決すべき困難な課題が数多く山積している。 

国においては、種々の支援策の実施により被災地の復旧・復興に

尽力されているところであるが、復興の進捗に遅れが生じないよう、

被災地の要望をより一層丁寧にくみ取り、被災地の立場と視点に

立った迅速かつ柔軟な対応を講じていくことが重要である。 

よって、国においては、全ての国民が念願する被災地全体の復旧・

復興の実現に向け、国の総力を結集することにより、下記の事項を

中心に、更に万全の措置を講じるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 東日本大震災からの早期復旧・復興について 

(1) 復旧・復興事業予算の総額を確保するとともに、被災地の実

情に応じた復興交付金の柔軟な運用を可能とするなど、継続的

な支援措置等を講じること。 

また、平成 28 年度より生じることとなる一部の復興事業に対

する地方負担額を、引き続き最小限にとどめるよう配慮するこ

と。 

(2) 被災者の生活再建や生活基盤回復に向けて、抜本的な雇用対

策、被災者生活再建支援制度や被災市街地復興土地区画整理事

業の拡充など支援策の充実強化を図ること。 

(3) 震災を受けた地域の観光交流施設等の復旧、被災地における

水産業及び関連産業の復興、被災農地の復旧、地元企業や商店
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街の早期復旧等、地域産業の復旧・復興に対する支援措置の充

実強化等を図ること。 

(4) 公共施設等の復旧・復興に向け、各種災害復旧補助制度に係

る補助率の大幅な嵩上げや対象経費の拡大を図るとともに、今

後の防災力強化を見据えた原形復旧以上の整備等に係る対象経

費の拡大等を積極的に行うこと。 

(5) 被災自治体における生活保護、介護、医療について、被災地

の実情に応じた十分な支援措置を講じることにより、被災者に

対する社会保障の充実強化を図ること。 

(6) 災害救急医療の増加経費対策や必要な医師の確保、災害拠点

病院整備等、被災地域の医療機関に対し、万全の支援措置を講

じること。 

(7) 地盤沈下によりその利用に支障が生じている地域に係る土地

について、被災自治体が行う嵩上げ工事や土地区画整理事業及

び上下水道の再整備等に対し、全面的に財政支援措置を講じる

こと。 

 

２ 原子力発電所事故災害への対応について 

(1) 原子力発電所事故災害への対応における課題解決に向け、必

要な財源を十分に確保するとともに、その財政措置については

弾力的な運用を可能とすること。 

(2) 福島県の産業振興をさらに確実なものとするため、人材雇用

対策や風評被害対策への取組を強化・継続するとともに、農産

物に対する放射性物質対策や生産者への支援等の拡充を図るこ

と。 

(3) 被災自治体除染実施計画を確実に推進するため、除染対策事

業交付金の財源を十分に確保するとともに、除染作業の更なる

加速化を図るための万全の措置を講じること。 

(4) 一時保管されている除染土壌を早急に搬出できるよう、中間

貯蔵施設の整備を強力に推進するとともに、仮置場等の確保に

ついて国有地の提供や財政措置を講じるなど、国が主体的かつ
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積極的に取り組むこと。 

(5) 福島県内原子力発電所全基廃炉に向けた取組について、これ

までの国及び東京電力株式会社に対する要望等を再認識し、確

実な安全対策を講じたうえで、万全な作業に取り組むこと。 

(6) 健康異常が早期発見できる徹底した健康管理体制の構築を図

るとともに、被災者の健康不安の解消について、万全の措置を

講じること。加えて、医師や看護師の確保のための特別な措置

を早急に講じるなど、健康管理体制の整備に更に積極的に取り

組むこと。 

(7) 被災地域の復興・再生のために極めて重要な鉄道や道路交通

網等のインフラ整備について、整備促進を図るなど、必要な措

置を講じること。 

(8) 原子力発電所事故の発生に伴う損害について、風評被害も含

め、適切で迅速な賠償が行われるよう、国の責任において万全

の対策を講じること。 

(9) 避難指示区域等への支援について、避難者の帰還に向けた生

活の再建や心のケア等に必要な支援を行うとともに、地域の復

興・再生に向けた取組に対し十分な支援を行うこと。 
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